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学術情報リテラシー教育担当者研修 2011/10/19（阪大） 2011/11/30（NII） 

学術情報リテラシー教育の理論と動向（要旨） 

野末 俊比古 

 

1. はじめに 

 本講義では，「学術情報リテラシー教育」をめぐって，各図書館等における実践に向けた（おおまかであっ

ても）方向性や（ひとつでも）ヒントを提示するとともに，本研修において共有しておきたい事柄を確認し

ていく。理論的な整理を心がけつつ，実践，政策，研究の動向にも触れていく。「（学術）情報リテラシー（教

育）」観の確認・確立・共有がはかられることを期待している。 

 以下では，別添資料の内容を適宜，取り入れつつ，要点を記述していく。記述した事項以外に論点がない

わけではない（重要事項を口頭で補足する場合もある）。必要に応じて，別添資料および参考文献なども参照

されたい。 

 

2. 学術情報リテラシー教育をどうとらえるか 

 まず，「情報リテラシー」とはいかなる理念であるかを確認しておく。辞書的にはさまざまな定義づけがな

されるが，ここでは次の諸点を押さえておきたい。 

  ・情報リテラシーとは情報を主体的に使いこなす能力である。 

  ・問題解決能力の中核であり，問題解決のために不可欠である。 

  ・「図書館リテラシー」も（重要な）要素である。 

  ・スキル（技能）の側面が強調されてきたが，それに留まらない。 

  ・実態（中身）はコミュニティに依存する（大学・学部・学科などによる違いがある）。 

また，「情報リテラシー『教育』」は，情報リテラシーの習得・維持・向上（学習）に資するさまざまな意図

的な活動を意味するものと考えておく。 

 さて，ひとりの人間は，通常，複数のコミュニティに属している。また，属するコミュニティ，およびそ

こで必要とされる情報リテラシーは，時間の経過などとともに変化していく。したがって，情報リテラシー

（教育）について語るときには，いかなる「コミュニティ（に属する誰）」（のいつ）に関して語るのかを明確

にしなければならない。 

 かかる観点に基づけば，「『学術』情報リテラシー」とは，特に「学術」に関わるコミュニティにおける情

報リテラシーであると受け止めることができる。ここでいうコミュニティについては，ひとまず「大学（あ

るいは大学生等）」ととらえておいてよい。「学術情報リテラシー『教育』」は，大学において，学術情報リテ

ラシーの習得・維持・向上をめざす意図的な活動ということになる。 

 図書館，特に大学図書館においては，「図書館利用教育」などと呼ばれる活動を展開してきたが，利用者に

対して図書館の効果的・効率的な利用法（図書館リテラシー）を伝えようという，いわば内部的な事情に基

づいて，逐次的，個別的，単発的に実施されてきた，という傾向が以前は強かった。これに対して，「（学術）

情報リテラシー教育」は，図書館だけで実施するものではなく，授業をはじめとして，大学（ひいては社会）

全体として展開されるべきものである（内容も，当然ながら，「図書館（資料）」に関連する事柄に留まらな
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い）。図書館としては，外部的な要請に基づくものであり，計画的，体系的，組織的に実施されることが求め

られる。これをサービスとしての確立とみるならば，「図書館利用教育」ではなく，例えば「指導サービス」

といった概念で呼ぶことも考えられる。 

 いずれにしろ，問われているのは，「（学術）情報リテラシー教育」という大きな枠組みのなかで，（大学）

図書館がいかなる位置を占めるのか，という点である。あるいは，占めるべきか，占めることができるのか，

という点である。 

 率直に言うならば，めざす利用者像（学生の場合はおおむね卒業生像と考えてよい）をどうとらえるのか，

また，そのために図書館ができること，すべきこと（「図書館ならでは」「図書館だからこそ」といえる活動）

とは何なのか，という理念について，まずは確認・確立・共有しなければならない。 

 

3. 学術情報リテラシー教育（指導サービス）をどう進めるか 

 では，大学図書館（員）としては，学術情報リテラシー教育（指導サービス）をどう進めていくことにな

るのか。例えば，『図書館利用教育ガイドライン 大学図書館版』（JLA, 1998）では，「Ⅱ 実施すべき項目

と手順」として，次の 10点を挙げている。 

  1. 理念の確認 

  2. 組織の確立 

  3. 現状分析 

  4. 目的・目標の設定 

  5. 方法・手段の設定 

  6. 財政の確立 

  7. 担当者の採用と研修 

  8. 施設・設備，教材，広報手段の提供 

  9. 協力体制の確立 

  10. 評価の定着化 

これは，いわゆるPDCA サイクルに代表されるマネジメントの考え方におおむね沿ったものであるといえる。

いわゆる教育学（教職）基礎やインストラクショナルデザインなどと呼ばれる知識・技能（の体系）も背景

にあることが期待される。 

 上記のうち，「1. 理念の確立」に関する論点（いわばWhy の視点）については，すでに 2. で触れた。「3. 

現状分析」については，特に利用者（ニーズ）の把握（Whom の視点）に焦点を当てて，4. で触れる。こ

こでは，「4. 目的・目標の設定」（Whatの視点）と「5. 方法・手段の設定」（How の視点）について簡単に

まとめておく。 

 すなわち，『ガイドライン』では，「目標」と「方法」について表形式で提示しているが，それらはあくま

で全体像であり，すべてを図書館が（単独で）実施することを必ずしも想定しているわけではない。したが

って，「いつ」「どこで」「だれが」指導にあたるのか，というプログラム化，あるいはカリキュラム化が必要

である（When/Where/Whoの視点）。四年制大学の学部学生の場合であれば，入学（前）から卒業（後）ま

での時間軸を加えて，図書館や授業など，学内（外）における（学術）情報リテラシー教育のためのさまざ

まな機会をどのように位置づけていくかを一覧できるようにする必要がある。（少なくとも，図書館として，
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図書館の関わる（関わることのできる，あるいは関わるべき）部分について，そうした「一覧（系統表）」を

作成しておくことが求められる。） 

 また，そもそも『ガイドライン』は，あくまで「大学図書館」一般あるいは全般に対する「指針」である。

重要なことは，必要に応じて『ガイドライン』を「たたき台」にしつつ，各大学（図書館）における現状分

析を踏まえたうえで，それぞれの「（学術）情報リテラシー教育」のカリキュラム（長期的なプログラム）を

構築することである。 

 このとき，特に内容（目標）をめぐっては， 

  ・「印象づけ」なども含める 

  ・利用者からみた記述（「～ができる」という表現）を心がける（ルーブリック評価を念頭に） 

  ・スキル（技能）に留まらない（例えばメタ認知など） 

  ・いわゆる「らせん型」で組み立てる 

といった諸点に留意するとよいと考えられる。また，方法（手法）をめぐっては， 

  ・直接的（対面）・同期的だけでなく間接的（遠隔）・非同期的な方法も取り入れる（特にさまざまな 

   ツール（メディア）の活用を含める） 

  ・集団だけでなく，個人への対応も含めて考える 

といった諸点に注意したい。なお，カリキュラム（系統表）を踏まえ，ひとつひとつのプログラム（講習会

等）を企画し，シナリオ（あるいは進行表や指導案などと呼んでもよい）や教材・教具などを検討・作成し

ていくことになる。 

 ちなみに，図書館と授業とのかかわりをとらえれば， 

  ・図書館独自で指導する 

  ・授業と関連させて指導する 

  ・授業と統合させて指導する 

  ・授業単独で指導する 

というパターンが存在するが，いずれかが優れているということではない。状況などに応じて，最も適切な

かかわり方を探っていくことが適切である。ただし，図書館（員）と授業（教員）などとの連携・協力の在

り方は，（学術）情報リテラシー教育をめぐって丁寧に検討すべき課題のひとつである（上記「9. 協力体制

の確立」にもあるとおり）。 

 

4. 利用者（ニーズ）をどうつかむか 

 （学術）情報リテラシー教育（指導サービス）の対象を学部学生としたとき，大学（あるいは学部等）の

めざす「卒業生」像を想定する一方で，現在の状況，例えば「入学生」像を的確に把握しておく必要もある。

すなわち，（「demands」（だけ）ではなく）「needs」の分析である。 

 把握・分析のためには，大学の「教育目標」などを踏まえておくだけでなく，必要に応じて，利用者（層）

を適切にグループ（セグメント）化していく必要がある。学部などごとのシラバスに留まらず，教科書・参

考書・配付資料などから授業内容の理解を進めることが考えられる（もちろん可能な範囲で）。一方で，学生

が現在，有している知識・関心・意欲あるいは進路・資格に対する希望などについても知っておきたいとこ



平成 23年度学術情報リテラシー教育担当者研修 

- 4 - 

ろである。 

 さらにいえば，「平成生まれ」の情報利用の態様を，「平均像」「典型像」だけでなく，より個別的にとらえ

ておきたい。その際，全体的・数量的なとらえ方だけでなく，事例的・定性的（質的）なとらえ方も有効で

ある。利用者をめぐる最近の情報行動などに関する実証的な研究には，図書館にとってさまざまな示唆を与

えてくれるものがある。そうした示唆も踏まえつつ，それぞれの大学（図書館）の利用者（学生）の「実態」

をつかんでおきたい。 

 また，例えば，情報探索を例に取れば，目録・書誌に代表されるような網羅的・系統的な探索法のみなら

ず，ブラウジング，チェイニング（芋づる式），モニタリング，といった多様な探索法があることも今一度，

改めて押さえておきたい。Googleに慣れ親しんだ世代にとって，効果的・効率的な探索法はどのようなもの

か，考えておくことは無意味ではない。ただし，背景として，学問領域などごとの学問上の「作法」がある

ことも踏まえておく必要がある。図書館員が研究を支援する場合に，学問領域の研究の手順・手法などの理

解が求められるのと同様に，学習・教育を支援するにあたっては，学習・教育の手順・手法などを理解して

いることが求められる。 

 なお，ここでは，学部学生を取り上げているだけであり，教員を含め，学生以外も（学術）情報リテラシ

ー教育の対象である。また，情報リテラシー（教育）をめぐっては，今後，「心理・感情」「思考・認識」の

側面にもさらに注目していきたい。 

 

5. 政策・実践・研究の動向を踏まえる 

 （学術）情報リテラシー教育を展開するにあたっては，内外の動向を押さえておくことは有効である。例

えば，政策上は，いわゆる IT 基本法（2001）において，我々にとって情報リテラシーとその育成が大切で

あると謳われているなど，「情報リテラシー」の必要性・重要性は広く認識されているといってよい。 

 大学（図書館）に焦点を当てるならば，古くは学術審議会「大学図書館における電子図書館的機能の充実・

強化について（建議）」（1996）において，情報リテラシー教育の支援が大学図書館の機能として重要である

と述べられている。その後，科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会・学術情報基盤作業部会「学

術情報基盤の今後の在り方について（報告）」（2006）においては， 

II.学術情報基盤としての大学図書館等の今後の整備の在り方について 

2. 大学図書館を取り巻く課題 

2.5  図書館サービスの問題点 

（イ）情報リテラシー教育の位置付けが不明確 

多くの大学で行われている情報リテラシー教育は，教養教育及び各専門分野における教育との連携が

不十分であり，効果が限定的である。 

などの指摘がなされ，中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008）においては，「学士

力」として情報リテラシーの重要性が謳われるなど（ただし，「情報リテラシー」はかなり狭く定義されてい

る），一定の方向性をもって（少なくとも文書レベルでは）政策が展開されている。 

 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会「大学図書館の整備について：

変革する大学にあって求められる大学図書館像（審議のまとめ）」（2010）においても，多くの記述が見られ

る。例えば，次のような記述がなされている。 
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1. 大学図書館の機能・役割及び戦略的な位置付け 

(3) 大学図書館に求められる機能・役割 

① 学習支援及び教育活動への直接の関与 

イ．教育活動への直接の関与 

 学生が大学を卒業して以降も生涯にわたって自ら学習し，課題解決するためには，電子情報資源，

印刷物を含めて，適切な情報を得るために各種ツールを使いこなし，得られたデータや情報を分析・

評価し，その成果を分かりやすく表現し，発信する能力を身に付けることが求められている。 

 ［‥‥］大学においてはさらに踏み込んで，大学図書館の利用方法も含めて，情報を探索し，分析・

評価し，発信するスキルを一層高める情報リテラシー教育が必要である。また，さらに一歩進めて，

メディアの情報を客観的に評価するメディアリテラシー教育についても，必要に応じて，大学図書館

において取組みを検討することが求められる。 

 情報リテラシー教育は，大学図書館が主体となって取り組むことが求められている。例えば，新入

生に対する初年次教育の一環として必修の授業として開講することが考えられる。カリキュラムの開

発や実施を教員と協同して行うだけでなく，図書館職員が教員を兼任するなどして，直接授業を担当

することも視野に入れるべきである。 

 こうした政策的な裏づけを大学（図書館）としても活かしていきたいところである。詳述は避けるが，も

ちろん，実践上も， 

・初年次教育（導入教育） 

・出張講座（出前講座） 

・PBL／チュートリアル 

・教材・ツール開発（パスファインダなど） 

などのキーワードに象徴されるような積極的な取り組みが拡がり，深まりを見せている。内外の事例を相互

に活かしていきたいところである。 

 なお，研究の動向については，詳細は関連文献に譲る。ここでは，実践と結びついた一定の成果が得られ

てきているという印象だけを述べておく。 

 ここでは，主として国内の動向に触れたが，もちろん海外の動向を押さえておくことも有効である。理念・

内容もさることながら，形式・手法において学ぶところも少なくない。（なお，英国の大学図書館の状況につ

いては，最近，数大学の調査を実施したので，一定程度は紹介することができる。関心があれば，声をかけ

ていただきたい。） 

 

6. おわりに 

 （学術）情報リテラシー教育は，大学図書館にとって，「研究支援」と並ぶ中核的な機能である「学習支援・

教育支援」における重要な柱である。ただし，学習支援・教育支援をめぐっては，表面的な対応に留まるこ

とのないよう，その本来的な意味について，今，十分に議論を深めておく必要があるであろう（いわゆる「ラ

ーニングコモンズ」についても，その意義を位置づけ（直し）ていく時期に至りつつあるのではないだろう

か）。議論を深めておくことが，大学図書館が大学（コミュニティ）においてアイデンティティを（再）確立

し，図書館（員）が専門性を（さらに）発揮することにつながると考えられるからである。 
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 本研修を通して，必要な知識・技能などを習得するとともに，（学術）情報リテラシー（教育），ひいては

（大学）図書館について，改めて意義・意味を問う機会としていただきたい。 

 

別添資料 

拙稿「情報リテラシー教育と大学図書館：『利用教育』から『指導サービス』へ（特集 大学図書館と利

用教育）」『図書館雑誌』vol.102, no.11, 2008.11, p.762-765 

拙稿「情報リテラシー教育における図書館員の役割：NII研修プログラムの背景にあるもの」『短期大学

図書館研究』no.28, 2009.3, p.23-32 
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昨年から本年にかけて，英国シェフィールド大学に客員准教授（visiting lecturer）として滞在。現在，

東京大学教育学部非常勤講師，日本図書館協会図書館利用教育委員会委員長，日本図書館情報学会事務

局長・常任理事，調布市図書館協議会委員長，新宿区図書館運営協議会副議長，東京都立図書館協議会

委員，国立国会図書館図書館情報学情報誌編集企画員なども務める。著書に，『情報探索と情報利用』（勁

草書房，共著，2001），『変わりゆく大学図書館』（勁草書房，共著，2005），『図書館情報学の地平：50

のキーワード』（日本図書館協会，共同編集・執筆，2005），『情報 A（高校検定教科書）』（教育出版，

共著，2007），『専門資料論（JLA図書館情報学テキストシリーズⅡ）』（新訂版，日本図書館協会，共編

著，2010），『情報リテラシー教育の実践：すべての図書館で利用教育を』（日本図書館協会，共著，2010），

『問いをつくるスパイラル：考えることから探究学習をはじめよう！』（日本図書館協，監修，2011）な

ど。専門分野は図書館情報学・教育学，関心領域は情報リテラシー教育。1968年，静岡県生まれ。 

 

 


